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序にかえて

日本ライトハウス常務理事宮田 信直

「視党障害の認識とその処遇をめぐって」と銘打ったこのセ ミナーも第

4回を迎えました。これまでの 3回は、主として内側 視覚障害の側か

ら、視党損傷、 能力障害、社会的不利の3点について検討してきましたか、

今回は外側ー一社会が視覚障害者をどのように見、どう支えているのか、

在宅福祉の基盤である コミ ュニティーケアと、日本人の障害者観という二

つのテーマで考えることになりました。

第一日目の「コミュニティーケアのあ ＇）方」については、在宅福祉は法

律面でようや〈形が整ってきましたが、内容はまだまだ不備か多いこと、

コミュニティーケアを正し〈実現するためには、障害者か主体となった、

制度の枠を越えた社会査源のネ、ノトワー ク化が第一の要点でした。また、

コミュニティーケアを形成する上でボラ ンティア活動は欠かすことができ

ませんが、ニーズの多様化に伴ってサーピスの需要 ・供給を コーディネー

トすることが非常に重要になることも強調されま した。

討議の中では、コミュニテ ィーケアということばは、ノーマライゼーシ

ョンの理念から見て適切ではなく、コミュニティーについても、その広が

りの程度 ・構造 ・機能などの概念を規定しなければならないという問題提

起があり、さらに、アメ リカ障害者法の制定は、障害者か当事者と してイ

ニシアティブをと ったことに重要な意義がある ことも指摘されました。

ボランティアと行政の役割分担の問題からは、基本的な生存に関わる部

分は公的負担か当然で、感性の面こそボラ ンティア活動が受けもつべきだ

との議論があ り、さらに具体的な様々な事例が提示されて、サービスの授

受に伴って生じる上下関係の意識の発生など、人間同士の関わりの難しさ

についても認識を新たにしました。
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二日目の 「日本人の障害者観を変え得るか」は、まず、社会 ・文化がも

つ差別・排除の仕組みと、 個々の人がもつ無理解や過度の理解の実態を検

証しました。

障害がポジティヴな個性として認識されるためには、幼少時からの教育

の重要性とともに、 障害者の側からの手費極的な働きかけが、社会の構成貝

一人ひとり の態度変容をもたらし、他者に対する責任感なり共通認識の構

築にいたるという討議がなされました。

セミナーの内容を簡単にま とめましたが、特に感じたことをひとつ取り

上げてみます。

今回の討論でもコミュニティーの概念規定が話題となったことは先にも

触れました。セミナーでは、市町村など地域行政の単位を指した例が多か

ったのですが、時には、町内会や自治会のような地域共同社会のレベルで

あったり、向こう三軒両隣＇）の付き合い、職場や学校やレジャ ーの場での

人間関係など、様々な角度から話し合われ、それなりに社会の複雑さを踏

まえた議論にはなりました。

しかし、具体的に例えば「日常生活圏」と 言えるような触れあいの場が

どれだけあるのだろうか、そのような場はどうすれば作れるのだろうかと

考え込んでしまいます。

地方都市の団地に住んでいる私自身の体験として、数か月に一度は空き

地の草刈りなど自主的な「勤労奉仕」が長年続いていたことを思い出しま

す。ご〈自然にお互いの職業や家族構成などを知＇）合い 、ポランティア活

動の話や親睦会の相談までできる良い機会だったのですが、自発性が稀薄

だったのでしょうか、町の整備は行政責任云々の議論から中止となり、地

域の連帯はお葬式のときだけになっています。

幸いにも個人的にポランティアグループのお世話をしていて、その繋か

りが新たなコミュニティーになりつつあるのですが、ボランティア活動以

外にも、様々な関わりを生かしたコミュニティー作りが今後の課題ではな

いかと感じました。
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セミナーの結論をひとまとめにして言えば、 「地域福祉の確立と、 差

別・ 偏見のない社会の実現」とでもあらわすことができましょう 。

すべての地域社会に高齢者や病人や児童や障害者が存在するのか当たり

前のことであ り、そし て障害者へのアシス ト （サポー ト）は、 地域の構成

貝が、周囲からボランテ ィア活動について偏見を受けず、障害者の暮らし

が盟かな中身であ ＇）うるよう 相手の立場に立って考え、障害者も自ら可能

な限 ＇）の努力をする ことによ って、共に生きる社会を作っていくものでな

ければならなしヽということも確認されま した。

コミュニティーケアの問題にし ろ、障害者観にし ろ、究極のと ころ個人

の慈識のあ ＇）ようにゆきつくだけに、息の長い努力か必要なことを痛感し

ました。今回の討論が日常の蓉ら しや職場の中で実践に結び付けられる こ

とを期待するも のです。
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第 7章 コミュニティーケアはどのように
あるべきか

第 1節 在宅福祉とコミュニティーケアの課題

国際郎害者・年日本推進協議会広報委員長 大野 智也

1.福祉法改正と在宅福祉

今年(1991年） 1月1日に、身体障害者福祉法など福祉8法が新しく施

行されて、ようやく在宅福祉、地域福祉にある程度ウエイトの置かれた施

策が進み始めま した。この要点を簡単に復習してみると、高齢者社会の到

来を前にして在宅福祉サーピスと施設福祉サービスを身近な市町村におい

て一元的に計画的に実施 ・提供するという体制をと ったという こと、その

ために在宅福祉サーピスとして、ホームヘルプ、ショートステイ、デイサ

ービスの在宅福祉の 3本柱と 言われるものを法律によって明確にしたもの

です。そのために支援体制として、長寿社会福祉碁金の700億円をファン

ドにしてそれから39億円（なぜ今の利率で39億円に下かってしまうのかわ

からないのですが）を民間福祉活動に助成、そして社会福祉協議会が社会

福祉サービスの実施主体になれるという位置付け、などが行われました。

2年後になると、身体障害者の援護施設への入所事務か町村に委譲され

るということ、そのほかに点字図書館とか点字出版施設など、視覚障害あ

るいは聴覚障害の情報提供施設が法で位置付けられた、ということかあり

ます。
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2.三審議会答申までの背景

いわゆる三審議会の答申でこの法改正がなされたのですが、どうもその

裏側には国の財政のゼロ ・シー リングあるいはマイナス ・シー リングとい

う背景がチラチラ見えるような気がします。そして、公の援助よリは、自

助あるいは互助 （民間同士でおたがいに助け合う ）という民間の努力が強

〈要請されている部分があるように思います。匝生行政の人たちは、そう

いうことはないと 言っ ていますが、どうもその辺が心配になっています。

デンマークある いはスウェーデンの地域福祉が進んだ背菜には、福祉の

実施事務が市町村に委譲さ れて、同時に財政而でも委譲されたこと がある

と言われていますので、今回の日本の制度改正も ある意味では北欧型に近

づいたと評価できる部分はあると思います。ただ、財政の委譲が明確でな

いために、仕事は市町村に押し付けるけれどもお金は出さない、というこ

とがあるような点が懸念されます。

3. ノーマライゼーションの原則

この法改正の背景の理念としてノーマライ ゼーショ ンということが言わ

れています。1959年にデンマークでパンク ・ミケルセンが中心 となって、

新しい法律 (1959年法）ができ たのですが、これは、 どんなハンディキャ

ップをもつ人であっても普通の家で普通の暮らしをする権利がある、それ

を可能にするための条件整備、環境を整えなければならない、というのが

この法の主旨だと思います。 9年ほどたって、スウェーデンで知的ハンデ

ィキャ ップをもつ人たち を支援する法律というのができて、施設から地域

へ、あるいはグループ ・ホームヘという流れが明確になってき ました。た

いへん皮肉なことに、 1968（昭和43)年から、日本では愛知コロニーと か、

大阪の金剛コロニー、 あるいは国立コロニーのぞみの園といった大規模施

設の建設時代に入ります。デンマーク、スウェーデンで施設解体とまでは
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言いませんが、施設の小規楔化、さらに地域でのグループ ・ホームか造 ＇）

始められた時代に、日本では大規模施設の建設時代に入るという大きなギ

ャップを私たちはこの20年問抱えてきたわけです。

それはそれとして、 ノーマライゼーショ ンの原則と 言われるのか、①普

通の 1日のリズム、②普通の 1週間のリズム、③普通の 1年間のリ ズム、

④一生（ライフサイクル）を通しての普通の体験、⑤当たり前の蓉敬か払

われる こと （ノーマルな要求の葬重）、⑥男と女のいる世界に住むこと、

⑦普通の経済水準が保障されること、 ⑧普通の環境水準が保障されること、

などです。

4. 暮 らしのリズムを保障する

地域での当たり前の暮らしで一番重要なのが暮ら しのリズムの保障であ

ると 言われています。昭和54年に焚護学校か義務制になりました。従来、

視党 ・聴覚障害はある程度学校教育を受けられましたが、それ以外の精神

蔀弱、肢体不自由については、ご〈軽い子どもしか受け入れられていませ

んでした。それが昭和54年からほとんどの子どもたちが学校教育を受けら

れるようになりました。つまり朝になると身仕度をして学校へ行って仲間

と一緒に牲らす、そして午後になると（帰る時間は少し早いですか）家に

帰って家族と一緒に暮らす、 これが 1日の暮らしのリズムです。 1週間に

6日学校に行ったら、日曜日は休息してもいいし、家族と遊びに行っても

いい、これも 1週間の暮らしの リズムです。夏になれば夏休みがあ り、正

月になれば正月休みがある、これも 1年間の暮らしの リズムです。

それが卒業して、就職もできない、作業所も一杯、どこへも行き場所が

ない、ということになると、 1日中テレビの前に座りっきりの生活に入っ

てしまいます。そうすると廃用萎縮を起こして、せっかく学校時代にでき

たことがどんどんできなくなる、歩けた子どもたちも歩けなくなってくる、

ということか一番怖いのです。
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1988年にリ ハピリ テーション世界会議が開かれたときに新聞などで盛ん

に報道されましたが、ほかの国には寝たきり老人とい うことばがない、そ

のためにホームヘルパーを日本の20倍から40倍近く地域に配四してとにか

く寝たき りにさせない、朝になったらペッドから起こして車いすで外に出

てい〈、あるときはワークショ ップであったり、あるいは仲間の所であっ

たり、デイケアセンターであったリ、あるいは町を散歩するなり、とにか

くそういうリズムを保障するという ことです。そういうことが日本では極

めて乏しいわけです。この辺のリズムの保障ということを考えていかなけ

ればならないのです。

ゴールド ・プランの中で、デイケアセンターを 1万か所設四する、とい

うことが言われていますが、これが果たして可能なのかどうか。共同作業

所、あるいは地域作業所と 言われるものが今約2700か所あると推計されて

いますが、そういうものが少なくとも人口 1万5千について 1か所ぐらい

できないことには、このリズムの保防ができないだろうと思います。

5.選択できる福祉サーピスを豊富に

ノーマルな要求の雌直ということを挙げていますが、別のことばで言う

なら当たり前の人としての均敬が払われることというように考えられます。

もっと別のことばで言うと、選択ができるということです。従来の福祉サ

ーピスというのは、ご〈限定された福祉サーピスを節害者の側が選択する

こともできずに仕方なく利用していたわけですけれども、これからは数多

〈の福祉サーピスのメニューができて、その中から障害者が自ら選択をす

るという形にならなければ嘘だろうと思います。

昭和57年にアメ リカの障害者が日本にやってきて日米障害者セミ ナーか

開かれましたが、そのとき私たちがはっと思ったのが、障害者はコンシュ

ーマー（消費者）である、という発想です。ホームヘルバーを使うにして

も、日本ですと福祉事務所がヘルパーに給料を払って、そのヘルパーが例
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えば週に 2回、 1回2時間というような制限された形でやってくる、朝早

〈米て〈れと 言っ ても駄目てすし、夜中に来て〈れと 言っ ても駄目、あん

なヘルパーはいやだと断ったならば代 リのヘルパーが来るわけはあ リませ

んし、そういう形でしか使えなかったわけです。それを障害者の側が選択

できるとどういう形になるでし ょうか。例えば、フィンランドで障害者福

祉法が改正になりましたけれども、従来、福祉事務所あるいは市からヘル

パーに給料が払われてきたその金額を障害者に払う、そ して障害者かヘル

パーに払うという形になると 、障害者の側か選択できるようになるわけで

す。

デンマークの一部では月額80万円から90万円の介護手当を障害者に払う 、

障害者が雇用主になってヘルパーを 4人なり 5人なリ雇用する、雇用する

ときには、当然障害者かヘルパーを面接して自分の気にいったヘルパーを

府用する、そういう形になって初めて障害者の側かサービ スを選択する こ

とができるようにな ります。選択の主体か障害者の方に移ってくるわけで

す。介随を受ける側に補助金を出す、消骰者と しての障害者かサービスを

選べる側に立つことか重要になって〈るだろうと思います。

それから、こ れは選択とは少し違うのかもしれませんけれども、ADL

（日常生活動作）の訓練か従来非常に重要視されてきましたか、これに対

してQOL(Quality of Life) という考え方が次第に重視されてくるよう

にな リました。QOLそのものは、働〈だけでいいのだろうか、もっと豊

かな生活を、という労働第一主義のようなものに対する反省から生れてき

た考え方だと思います。それには、豊かな自然とか、幸福な家庭生活とか、

いろいろな概念か含まれていますか、 ここ では少し狭い意味に取って、創

造的な生活であるとか、趣味活動であるとか、あるいはスポーツとかレジ

ャーとかそういうものを重視する必要かあるだろうと いうことです。

広島県のある精神薄弱者の通勤寮へ行ったときのこと ですか、 20人の青

年か全員広島カープのファンなんです。これは地元ですから、それはそれ

でけっこうだと思いますか、趣味か全員釣 りなんです。なぜそうなったの
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かというと、そこの指導貝が広島カープの大のファンで、趣味が釣 ＇）なん

ですね。この世に趣味は釣りしかないと思っている、 これは、その前の施

設なり養随学校で訓練や生活指導は受けてきたでし ょうが、そういう趣味

の世界というものに接する機会がなかったために非常に偏った趣味しかも

てなかったという例があります。これはやはりおかしい。やはり 20人いた

ら一人一人違う趣味の持ち主であっていいだろうし、そういうものを小さ

いときから体験していく必要があるだろうと思います。

確かにADLの訓練は、社会自立のためにたいへん璽要な訓練ですが、

例えば身体障害者福祉法の目的が昨年までは更生、つまり身辺自立して職

業自立をすることになっていて、とても福祉法とは言えないような法律だ

ったわけです。そういう影咽があって、とにか〈自分のことは自分ででき

るように、そして働いて自分で稼いで暮らせるようにということが大きな

目標にな っていた ために、このADLの訓練が重視されすぎてきたのでは

ないでしょうか。

施設あるいは学校を出て、例えば作業所に来てもまだ訓練が付いて回る、

そして下手をすると50歳、 60歳まで訓練が続〈おそれがあります。なんの

ための訓練なのかということが抜きになって、訓練だけが独り歩きをして

いる状態があるだろうと思います。訓練よりも生活のほう が大切だという

視点、そしてその生活はただ働く生活ではな くて、豊かな生活が大切なの

だということです。 リハピ リテーションの専門家の方たちはなんとかして

治療する、あるいは回復させるということで、障害をも っている人たちの

治さなければならない部分にとか〈目がいきかちで、本人のもっている伸

ばしたい部分、そちらのはうに必ずしも目がいっていなかったような気が

します。例えば、自閉症と 言われるような人たちは、いろんなこだわりを

もっているわけですけれども、それが社会生活のためにマイナスになると

いうことでそのこだわりを消す、なくすという指導をします。そうではな

くて、そのこだわりの中から自分の生活を豊かにするものに結び付ける視

点をもつ必要があると思います。
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立ち読み版はここまでとなっております。

続きをお読みになりたい場合には

社会福祉法人 視覚障害者支援総合センター

までお問い合わせください。
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